
⑥

（1）連絡者の氏名、所属課、係名、電話番号（市外及び市内局も記入）をご記入ください。
（2）関与税理士等がいる場合は、氏名、電話番号（市外及び市内局も記入）をご記入ください。

③

④

⑥

提出期限 令和８年２月２日（月）

給与受給者が令和８年１月１日現在で居住している市区町村長宛にそれぞれ提出してください。提出先

①

提出書類

１  総括表（薄茶刷）
２　個人別明細書（緑刷）　一人につき1枚　　※令和5年度から、副本の提出は不要となりました。

 （1）支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える方等についてはオレンジ
       の個人別明細書を提出してください。
 （2）「給与支払報告書（個人別明細書）」と所得税の「源泉徴収票」は複写になっていますので、
　　　 源泉徴収票（受給者交付用）は本人に交付し、源泉徴収票（税務署提出用）は税務署に
　　　提出願います。
 （3）給与の収入金額が2,000万円を超える方については、年末調整は不要となっていますが、
　　　給与支払報告書（個人別明細書）の提出は必要です。
　　　必ず作成のうえ該当市区町村に提出してください。
３　普通徴収切替理由書
　　・普通徴収に該当する方がいる場合は普通徴収切替理由書の提出が必要です。
　　・給与支払報告書（個人別明細書）と併せて提出してください。

③

   ⑤

　
④

　②

指定番号を必ずご記入ください。②

① 追加報告のときは「追加」を、訂正の場合は「訂正」をそれぞれ○で囲んでください。

給与支払報告書（総括表）の記入について

「受給者総人員」欄には、給与の支払を受けている全ての従業員の人数をご記入ください。（板橋区外に
在住の従業員も含む)

「報告人員」欄には、市区町村ごとに提出する個人別明細書の人数をご記入ください。また、住民税の徴
収方法の内訳もご記入ください。特別徴収は給与天引を、普通徴収は個人納付を意味します。

⑤

（1）給与支払者、所得税の源泉徴収義務者の名称を正確に記入し、必ずフリガナをつけてください。
（2）給与支払者の所在地を正確に記入し、必ずフリガナをつけてください。

令和8年2月2日（月）までに提出してください。

追加

訂正

令和　８年　〇月　×日提出

人

経理 課 経理給与 係

（電話 ）

（電話 ）

① 追加報告のときは「追加」、訂正の場合は「訂正」とそれぞれ○で囲んでください。

② 「給与の支払期間」欄には、「報告人員」に給与を支払った期間を記載してください。

③ 「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条

第16項に規定する法人番号をいう。）を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空

けて記載してください。

④ 「給与支払者の氏名又は名称」欄には、個人事業主名又は法人名を記載してください。屋号がある場合は、屋号

も併記してください。

⑤ 「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びそ

の電話番号を記載してください。

⑥ 「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等の支払を受けて

いる者の総人員を記載してください。

⑦ 「報告人員」欄には、提出先の市区町村に対して「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する人員（退職者人

⑧ 「給与支払の方法及び期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載してください。

令和8年度（令和7年分）給与支払報告書（総括表）

指　定　番　号

　長 殿 01234567
給 与 の 支 払 期 間 令和　７年　１月分から　１２月分まで

給 与 支 払 者 の
個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

0 31 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

フ リ ガ ナ イタバシマルバツショウジ　カブシキガイシャ

事 業 種 目 貿易商

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称 板橋〇×商事　株式会社

受 給 者
総 人 員 100

報
　
告
　
人
　
員

特別徴収対象者

人所 得 税 の 源 泉 徴 収
を し て い る 事 務 所
又 は 事 業 の 名 称

同上
普通徴収対象者

（退職者）

人

フ リ ガ ナ

同 上 の 所 在 地

〒 １７３－０００４

普通徴収対象者
（退職者を除

く）

　　　　イタバシク　イタバシ

人板橋区板橋２ー６６ー１

報告人員の合計

人

給 与 支 払 者 が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

代表取締役　大山太郎 所 轄
税 務 署

税務署

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

給 与 の 支 払 方 法
及 び そ の 期 日氏名 〇〇　〇〇

０３ー〇△×□ー××〇〇

必要 ・　不要氏名 〇〇会計事務所
０３ー〇△×□ー××〇〇

（

市
区
町
村
提
出
用
）

員を含む。)を延べ人数で記載してください。なお、普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。

関 与 税 理 士 等 の 氏 名
及 び 電 話 番 号 納入書の送付

２５

３

２

３０

板橋

月給

毎月２５日

板橋区

総括表

令和８年度

給与支払報告書の提出について



　　

（１）5人目以降の控除対象扶養親族及び特定親族、又は（２）5人目以降の16歳未満の扶養親族がいる場合は左図
を参照してご記入ください。また個人番号はそれぞれの矢印の示す欄にご記入ください。
※摘要欄に特定親族の記載をする場合は、「令和７年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手
引」を参照してください。

③
①

②

　給与支払報告書（個人別明細書）の記入について

④

⑤

③

源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族及び特定親族
のうちに非居住者（※参照）がいる場合並びに16歳未満の扶養親族のうちに国内に住所を有しない方がいる場合
には、その人数をご記入ください。

①

②

※個人別明細書については、国税庁ホームページに掲載
されている「令和７年分給与所得の源泉徴収票等の法定
調書の作成と提出の手引」｢年末調整のしかた」をご覧い
ただき、ご記入ください。

（※）「非居住者」とは
居住者以外の個人をいいます。なお、居住者とは国内に住所を有する個
人又は現在まで引き続いて1年以上居住を有する個人のことです。

【問合せ先】
東京都板橋区役所総務部課税課
☎０３－３５７９－２１０１

扶養控除の対象となる扶養親族及び特定親族の氏名、フリガナ、個人番号をご記入ください。（令和7年12月31日
の現況によりご記入ください）また、控除対象扶養親族及び特定親族が非居住者（※参照）である場合は、区分の欄
に「○」と記入します。
５人目以降は③のとおり記入します。

［有］   欄　主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記入します。
［従有］欄　従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記入します。
［老人］欄　配偶者控除の対象となる配偶者が老人控除対象配偶者である場合には「○」と記入します。

⑥

16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ、個人番号をご記入ください。また、16歳未満の扶養親族が非居住者（※参
照）である場合には、区分の欄に「○」と記入します。
５人目以降は③のとおり記入します。

⑦

⑥

⑦

④

（1）年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用がある場合、当該控除の適用数を記入します。なお、適
　　用数が３以上のときには摘要の欄に3回目以降の住宅借入金等特別控除区分、居住開始年月日及び住
　　宅借入金等年末残高を記入します。

（2）居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記入します。
　　（例）平成27年5月5日の場合は、「２７（年）」「５（月）」「５（日）」と記入します。

（3）適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記入します。また、当該住宅の取得や増改
　　築が特定取得に該当する場合には、「（特）」を付記します。
　　　　［住］　一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築を含みます。）
　　　　［認］　認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
　　　　［増］　特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
　　　　［震］　東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなく
　　　　　　　　なった場合で、平成23年から令和6年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に
　　　　　　　　係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入
　　　　　　　　金等特別控除」の規定を選択した場合。

控除対象配偶者の氏名、フリガナ、個人番号をご記入ください。また、控除対象配偶者が非居住者（※参照）である
場合には区分の欄に「○」と記入します。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の場合も、この欄に氏名を記入します。

⑤

令和８年１月１日現在の住所
（1月1日以前の退職者は退職時の住所）

受給者氏名には必ずフリガナを

受給者の生年月日をご記入ください

個人別明細書

受給者の個人番号をご記入ください

(１)五郎の

個人番号

(２)六郎の

個人番号

(１)板橋五郎 (２)板橋六郎(年少)


